
 

在京白堊会 会則    2017年７月 
 

 

                第1章 総  則 

第1条（名 称） 

     本会は在京白堊会という。 

第2粂（事務局） 

     本会の事務局は下記に置く。 

                記 

        東京都大田区大森西2-17-4-201 

        電話（03）6404-6379 

 

 

                第2章 目的および活動 

第3粂（目 的） 

     本会は会員相互の親睦と会員の教養の向上を図ることを目的とする。 

第4粂（活 動） 

     本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

   （1）総会並びに幹事会および常任幹事会の開催 

   （2）会務の状況および会員の動静の報告 

   （3）会員名簿の作成 

   （4）その他前条の目的を達成するため必要または有益な活動 

 

 

                第3章 方  針 

第5条（禁止活動） 

     本会は政治的、営利的、宗教的活動をしない。 

第6条（母校との関係） 

     本会は会員の母校である岩手県立盛岡第一高等学校および同校同窓会（白堊同 

    窓会）と必要な情報交換と交流をする。 

 

 

                第4章 会  員 

第7条（会員） 

     本会は、下記会員のうち、在京の者（東京およびその周辺居住者）をもって組 

    織する。 

   （1）岩手県立盛岡中学校の卒業生および在学した者 

   （2）岩手県立盛岡高等学校上田校舎の全日制の卒業生および在学した者並びに定 

      時制の卒業生および在学した者 

   （3）岩手県立盛岡第一高等学校の全日制の卒業生および在学した者並びに定時制 

      および通信制の卒業生および在学した者 

   （4）全各号の学校に勤務した教職員 

 

  



 

                第5章 会  計 

第8粂（経費の充当） 

     本会の経費は会員の支払う会費その他の収入をもってこれにあてる。 

第9粂（会費支払い義務） 

     会員は会費を支払う。 

第10粂（会費額） 

     会費金額は総会の承認を得て決定する。 

第11粂（会計年度） 

     本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

 

 

                第6章 役  員 

第12粂（役員の種類） 

     本会に下記の役員を置く。 

   （1）会長 1名 

   （2）副会長 2名 

   （3）常任幹事 15名 

   （4）幹事 各卒業年次代表者各2名 

（5）会計 1名 

（6）監査 1名 

（7）事務局長 1名 

 

第13粂（役員の選任） 

     1．本会の役員は次のように選任する。 

   （1）会長・副会長 常任幹事会において会員の中から選任する。 

（2）常任幹事   幹事会において会員の中から選任する。 

（3）幹 事    各卒業年次会員の互選による。 

（4）会 計    常任幹事会において互選する。 

（5）監 査    会長が会員の中から委嘱する。 

（6）事務局長   同上。 

     2．会長と副会長は総会において承認されなければならない。 

 

第14粂（役員の任務） 

     各役員の任務は次のとおりとする。 

（1） 会長は会務を統轄し本会を代表する。また、本会別に基づき、総会、幹事会、 

常任幹事会などすべての会議を招集する。 

（2） 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。 

（3） 常任幹事は総会および幹事会の議決にしたがい会務を処理する。 

（4） 幹事は各卒業年次の会員を代表する。 

（5） 会計は、本会の金銭の出納を管理し、総会のつど収支を報告し、監査による 

会計監査を経た決算を報告する。 

（6） 監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

（7） 事務局長は、会長または常任幹事会の指示に従い、本会の一般事務を処理する。 

 

第15粂（役員の任期） 

     各役員の任期は、就任の日（通常総会開催日を通例とする。）から翌年の通常 

総会の前日までとし、重任を妨げない。 

第16粂（顧問） 

     本会に会長の委嘱により若干名の顧問を置くことができる。 



 

                第7章 総  会 

第17条（総会の種類） 

 総会は通常総会（年次大会）および臨時総会とする。 

第18条（総会の構成） 

総会は全会員をもって構成する。 

第19条（最高機関） 

総会は本会の最高議決機関である。 

第20条（総会の招集） 

 1．通常総会は毎年1回、会長が招集する。 

 2．臨時給会は、常任幹事会が必要と認めたとき、会長が召集する。 

第21条（総会の議長） 

 総会の議長は会長が務める。 

第22条（総会の議決事項） 

 総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（1）年度活動計画および年度予算についての事項 

（2）年度活動報告および年度決算についての事項 

（3）その他本会の運営に関する重要事項で、常任幹事会において必要と認めるも

の。 

第23条（総会の議決） 

 総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決 

するところによる。 

 

 

            第8章 幹事会 

第24条（幹事会） 

 幹事会は、幹事をもって構成する。 

第25条（幹事会の招集） 

 1．幹事会は随時会長が召集する。 

 2．幹事会の議長は会長とする。但し、会長はこれを他の常任幹事に代行させ 

  ることができる。 

第26条（幹事会の議決） 

 幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決する。 

第27条（幹事会の議決事項） 

 幹事会は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、次の事項を議決する。 

 1．総会に提出する議案についての事項 

 2．年度予算案の編成および年度決算の報告についての事項 

 3．その他第3粂に定める目的を達成するために必要・有益な事項 

第28条（付則の制定） 

 幹事会は、この会則を実施するため、必要な付則を制定することができる。 

 

  



 

            第9章 常任幹事会 

第29条（常任幹事会の構成） 

 常任幹事会は、常任幹事をもって構成する。 

第30条（常任幹事会の招集） 

 1．常任幹事会は必要に応じて随時会長が招集する。 

     2．常任幹事会の議長は会長とする。但し、会長はこれを他の常任幹事に代行 

せることができる。 

第31粂（常任幹事会の議決） 

     常任幹事会の議事は、出席常任幹事の過半数をもって決する。 

第32粂（常任幹事会の議決事項） 

     常任幹事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、総会およ 

    び幹事会の議決にしたがい、必要に応じた事項を議決し、これを処理し、その結 

    果を総会および幹事会に報告する。 

 

 

                第10章 会則の改正 

第33粂（会則の改正） 

     この会則は、総会において出席者の過半数の賛成により改正することができる。 

 

 

                第11章 補  則 

第34粂（会員の異動） 

     会員は、その勤務先または住所等に異動があったときは、そのつど卒業年次を 

    明記しその旨本会（事務局）に通知するものとする。 

第35条（書類の措置） 

     本会は次の書類を備え置く。 

   （1）会員名簿 

   （2）記録簿 

   （3）会計簿 

第36条（施行） 

     この会則は平成8年5月13日から施行する（同年3月7日全面改正）。 


